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平成２９年度兵庫県水防計画（案） 

第１章 総 則 

第１節 目 的 

この計画は、水防法(昭和24年法律第193号。以下「法」という。) 第７条第１項の規定に基づき、同

法第１条の目的を達成するため、兵庫県管内の河川、海岸、港湾、ため池、内水(法第２条第１項に定める

雨水出水のこと。以下同じ)等に対する水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は水門もし

くは閘門の操作、水防のための水防団及び消防機関の活動、水防管理団体間の協力及び応援並びに水防に

必要な水防倉庫、器具、資材等の整備及び運用についての大綱を示したものである。 

 

第２節 用 語 の 定 義 

１ 兵庫県水防本部 
兵庫県域における水防を統括するため、兵庫県に設置する水防本部をいう。 

２ 水防管理団体(法第２条第２項) 
水防の責任を有する市町をいう。 

３ 指定水防管理団体(法第４条) 
水防管理団体のうち、水防上公共の安全に重大なる関係のあるものとして知事が指定した水防管理団

体をいう。 
４ 水防管理者(法第２条第３項) 

水防管理団体である市町の長をいう。 
５ 消防機関の長(法第２条第５項) 

消防本部を置く市町にあっては消防長を、消防本部を置かない市町にあつては消防団の長をいう。 
６ 水防警報(法第２条第８項) 

国土交通大臣又は知事が、それぞれ指定した河川又は海岸について、洪水、津波又は高潮によつて災 
害がおこるおそれがあるとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。 
水防警報第１号=待機 
水防警報第２号=準備 
水防警報第３号=出動 
水防警報第４号=解除 

７ 水防警報河川又は水防警報海岸(法第16条) 
(1) 国土交通大臣が、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認めて

指定し、公示した河川又は海岸をいう。 

(2) 知事が、前項以外の河川又は海岸で県民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認めて指定し、

公示した河川又は海岸をいう。 
８ 洪水、津波又は高潮予警報(法第10条、法第11条) 

気象庁長官(あらかじめ定められている河川については、国土交通大臣又は知事と気象庁長官とが共同

して)が、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるとき、その状況を周知さ

せるために行う発表をいう。 
９ 水位周知河川(法第13条) 
  国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水により相当の損害が生ずるおそれがあるものとして指定した

河川をいう。 

資料２－３ 






























































































































































